
報告事項(４) 環境定期券制度の終了について 

 

１．要旨 

 本市において、通勤定期券所持者及びその同伴家族が土休日に割引運賃で路線バス

を利用できる「環境定期券制度」について、バス事業者より、令和 8 年 3 月 31 日を

もって終了する旨の報告がありました。本制度は、平成 11 年の開始以来、買い物や

行楽時のマイカー利用を抑制し、公共交通への利用転換を促すことで環境負荷の軽減

を図ることを目的として実施されてきました。一方、近年は低公害バスや EV バスの

導入など環境対策が進展していることに加え、燃料費や人件費をはじめとする運送経

費の増加、深刻化する乗務員不足への対応が喫緊の課題となっています。こうした状

況を総合的に勘案し、将来にわたる安定的な運行体制を確保するため、やむを得ず本

制度を終了する判断に至ったものです。 

 

２．制度概要 

・通勤定期券を所持する方およびその同伴家族を対象に、土曜日、日曜日、祝日に

おいて、路線バスを割引運賃で利用できる制度です。 

・制度の対象となる路線バスは、富士急シティバス株式会社、株式会社東海バス、

伊豆箱根バス株式会社の３社が運行する市内路線です。 

 ・割引運賃について 

割引運賃対象者 定期券面表示区間 定期券面表示区間外 

通勤定期券所持者（単独の乗車） - 100 円 

通勤定期券所持者（家族同伴の乗車） - 100 円 

同伴される家族（大人） 100 円 100 円 

同伴される家族（子ども） 50 円 50 円 

 

３．利用区間の範囲 

 ⑴沼津駅を中心に全路線 500 円以内の区間 

  ※ただし、伊豆箱根バス株式会社に限り、以下の路線が対象 

   ・沼津駅から三島駅へ向かう路線 

   ・沼津駅から伊豆⾧岡駅に向かう路線のうち多比までの区間 

 ⑵西浦線全線のうち沼津駅から江梨までの区間 

 

４．資料 

 ・環境定期券制度の終了について 
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令和８年 1 月 13 日 

沼津市 まちづくり政策課 御中 

沼 津 バ ス 三 社 会 

 

 

環境定期券制度の終了について 

 

 平素より路線バス事業にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、土休日において有効な通勤定期券を所持する方と、その同伴のご家族を対象に、1 乗車 100

円（小児 50 円）でご利用いただいておりました「環境定期券制度」につきましては、令和 8 年

（2026 年）3 月 31 日をもって終了することといたしました。 

本制度は、平成 11 年（1999 年）4 月より、買い物や行楽等におけるマイカー利用者をバス利

用へ誘導し、大気汚染の軽減を図ることを目的として開始したものでございます。 

しかしながら、近年は低公害バス・EV バスの導入など、他の環境対策が進展していることに加

え、各種運送経費が継続的に増加する中、深刻な乗務員不足への対応のため、運転手の労務軽減・

処遇改善が喫緊の課題となっております。 

これらを踏まえ、今後も安定した運行体制を維持するため、誠に遺憾ではございますが、本制度

を終了させていただく判断に至りました。 

今後につきましても、引き続き環境負荷の低減に努めるとともに、社会課題の解決に取り組ん

でまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．終了する制度 

環境定期券制度 

 

２．終了予定時期 

令和 8 年（2026 年）4 月 1 日 

※最終実施日は令和 8 年（2026 年）3 月 29 日(日)となります。 

 

 

 

 

以上 
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